
 内閣総理大臣認定 適格消費者団体   

 

日 時：２０１０年２月２８日（日）１３：００～１６：１０ 

会  場： 生田文化会館（神戸市中央区中山手通 6-1-40  078-382-0861） 
・神戸市営地下鉄「県庁前駅」下車、西3番出口徒歩約 5分 
・JR「元町駅」下車、西改札徒歩約 10分 
・阪神電車「元町駅」下車、西改札口北出口徒歩約 10分 
・神戸高速「花隈駅」下車、東改札口徒歩約10分 

 

定  員：約 １５０ 名 

主  催：ＮＰＯ法人ひょうご消費者ネット 

    （URL：http://hyogo-c-net.com） 

後  援: 兵庫県・神戸市・兵庫県弁護士会・兵庫県司法書士会  

     兵庫県生活協同組合連合会 

申込方法 ①ＦＡＸ:０７８-３６１-７２２８  

         ②郵 送: 〒650-0022 神戸市中央区元町通 6-7-10  

          元町関西ビル３階かげやま司法書士事務所内 

         ＮＰＯ法人ひょうご消費者ネット事務局  

      ③メール:E-MAIL：office@hyogo-c-net.com 

 お問い合わせ：電話 078-361-7201（お電話でのお申込はご遠慮ください） 

締め切り：２０１０年２月２５日（木）必着 

（ただし、定員になり次第締め切らせていただきます。定員オーバーでお断りする方のみ返信します。） 

 

■■ ２月２８日シンポジウム「おまけ？それとも財産！企業ポイントを考える」に申し込みます ■■ 

ふりがな 

氏 名 

住所： 

 

 

（電話番号：              ）               
（いずれかに○をしてください） 

ひょうご消費者ネット会員  ・  一般 

申込用紙 

プログラム 

           13：00-14：05 報告講演 鈴木 尉久氏（弁護士）ＪＡＬのポイント訴訟について 

       14：05-14：25 アンケート調査報告（ポイントアンケートチーム） 

       14：25-14：35 休憩 

       14：35-16：10 パネルディスカッション「ポイントはおまけ？それとも消費者の財産！」 

               パネリスト 村上 英樹氏 神戸大学経営学研究科 准教授 

                     佐藤 温氏  株式会社ポイ探 代表取締役 

                     大学生 

                     鈴木 尉久氏（弁護士・ひょうご消費者ネット検討委員会委員） 

                     コーディネーター 上田 孝治氏（弁護士・ひょうご消費者ネット理事） 

（FAXの方は切り取らずに送信してください） 

ポイントカードは、企業にとっては、「おまけの付与」であっても、消費者にとっては、いかに有効に 

活用できるか？メリットは何か？と消費行動を大きく変える要素です。 

シンポジウムでは、消費者と企業のポイントに関する意識のギャップについて、消費者や企業の 

意識調査の発表と様々な立場のパネリストによる興味深いディスカッションが行われます。 

シンポジウムに参加して、企業ポイントについて一緒に考えましょう！ 

参加無料 

それとも 


